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奈
良
時
代
に
至
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
古
墳
時
代
の
土
器
様
相
と
は
異
な
っ
た

各
国
固
有
の
土
器
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
生
産
を
律
令
体
制
が
東

国
に
も
確
立
す
る
過
程
で
生
じ
た
現
象
と
し
て
捉
え
、
「
律
令
的
土
器
様
式
」

の
成
立
と
も
云
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

東
国
に
各
国
固
有
の
土
器
生
産
が
存
在
し
た
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は

河
野
喜
映
氏
で
、
氏
は
神
奈
川
県
厚
木
市
鳶
尾
遺
跡
出
土
の
土
器
を
通
し
て
、

相
模
型
、
武
蔵
型
、
甲
斐
型
（
中
部
型
）
を
設
定
し
た
（
河
野
一
九
七
六
）
。

そ
の
後
、
相
模
型
土
器
の
概
念
規
定
や
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
諸
氏
の
見
解

が
論
文
で
発
表
さ
れ
、
今
日
で
は
各
国
単
位
の
土
器
型
式
が
存
在
す
る
こ
と
は

ほ
ぼ
常
識
と
な
っ
て
定
着
し
て
い
る
。
な
か
で
も
国
別
の
土
器
型
式
の
成
立
と

消
滅
の
様
相
は
、
国
郡
制
の
政
治
的
実
態
を
も
反
映
し
て
い
る
と
思
う
。

こ
こ
で
は
海
老
名
市
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
一
号
竪
穴
住
居
趾
の
土
器
類
を
例

に
挙
げ
て
、
初
期
段
階
の
相
模
型
坏
が
成
立
す
る
過
程
を
検
討
し
、
そ
れ
が
、

な
ぜ
「
律
令
的
土
器
」
と
云
え
る
の
か
を
意
義
づ
け
て
み
た
い
。

「
相
模
型
坏
」
出
現
期
の
意
義

ｌ
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
の
出
土
品
を
例
に
挙
げ
て
Ｉ

は

じ

め

に

國

平

健

三

土
師
器
で
な
る
、
相
模
型
の
器
種
に
は
坏
・
皿
・
長
胴
甕
・
胴
張
甕
・
小
形

甕
・
台
付
甕
が
あ
り
、
他
に
は
鉢
形
が
僅
か
な
が
ら
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
特

長
で
も
あ
る
概
念
規
定
を
述
べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
坏
は
、
器
形
が
平
底
の
箱
形
を
呈
し
、
底
部
か
ら
体
部
に
か
け
て
の
外

面
が
箆
ケ
ズ
リ
整
形
で
あ
る
こ
と
が
基
本
的
な
要
素
と
な
る
。
箆
ケ
ズ
リ
部
分

以
外
の
、
口
縁
部
か
ら
内
面
に
か
け
て
は
横
ナ
デ
と
ナ
デ
の
調
整
に
よ
る
。

皿
は
坏
と
異
な
っ
て
丸
底
風
に
な
る
が
、
整
形
方
法
は
坏
と
同
じ
で
あ
る
。

長
胴
甕
・
胴
張
甕
は
箆
ケ
ズ
リ
整
形
に
よ
る
古
い
器
形
を
踏
襲
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
胴
部
外
面
が
ナ
デ
整
形
に
よ
る
点
で
基
本
的
な
違
い
が
あ
る
。
こ
の

整
形
は
板
状
工
具
の
腹
部
で
底
部
側
か
ら
縦
方
向
に
な
さ
れ
る
が
、
内
面
に
は

木
口
部
分
を
用
い
た
横
・
斜
め
方
向
の
ナ
デ
調
整
が
加
わ
る
。
こ
の
た
め
に
、

木
質
部
の
摩
耗
し
た
工
具
に
よ
っ
て
は
木
口
の
角
度
で
櫛
歯
状
の
ハ
ヶ
メ
痕
に

な
る
こ
と
も
あ
る
。
底
部
は
ほ
と
ん
ど
木
葉
痕
で
あ
る
。
底
部
木
葉
痕
で
、
胴

部
外
面
が
ハ
ヶ
メ
整
形
の
長
胴
甕
・
胴
張
甕
が
七
世
紀
代
に
認
め
ら
れ
る
地
域

も
あ
る
が
、
こ
れ
は
相
模
型
の
範
晴
に
は
含
め
な
い
。
し
か
し
大
半
が
ナ
デ
整

形
で
占
め
ら
れ
る
な
か
に
局
部
的
な
ハ
ケ
メ
痕
が
あ
る
も
の
は
、
過
渡
期
に
よ

る
相
模
型
と
し
て
扱
う
。
口
縁
部
は
横
ナ
デ
や
工
具
の
木
口
で
調
整
さ
れ
る
。

小
形
甕
・
台
付
甕
も
篦
ケ
ズ
リ
整
形
に
よ
る
小
形
胴
張
甕
を
祖
形
と
し
て
い

る
が
、
長
胴
甕
・
胴
張
甕
の
規
定
と
同
様
に
、
ナ
デ
整
形
で
あ
る
こ
と
が
基
本

と
な
る
。
底
部
は
木
葉
痕
で
、
全
体
の
調
整
方
法
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

二
相
模
型
土
器
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
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相
模
型
土
器
に
つ
い
て
の
概
念
を
以
上
の
よ
う
に
規
定
し
た
場
合
、
時
期
的

な
こ
と
も
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
河
野
氏
は
「
相
模
型
、
武
蔵
型
、

甲
斐
型
と
呼
ぶ
場
合
に
は
、
一
応
、
八
世
紀
中
頃
以
降
と
い
う
時
間
に
限
定
し

た
い
」
と
す
る
（
註
一
）
。
相
模
型
・
武
蔵
型
・
甲
斐
型
土
器
の
出
現
を
八
世

紀
中
頃
以
降
に
限
定
す
る
と
こ
ろ
に
、
何
ら
か
の
政
治
性
を
考
慮
し
た
見
解
の

よ
う
に
も
受
け
と
れ
る
が
、
こ
の
見
解
が
出
さ
れ
る
一
九
七
八
年
の
時
点
は
、

星
野
達
雄
氏
に
よ
る
海
老
名
市
本
郷
遺
跡
の
土
器
編
年
案
が
呈
示
さ
れ
た
時
期

に
あ
り
（
星
野
一
九
七
七
）
、
ま
だ
鳶
尾
遺
跡
以
外
に
は
、
八
世
紀
中
葉
を

遡
る
良
好
な
事
例
に
恵
ま
れ
な
い
段
階
に
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
後
の
、
海
老
名
市
上
浜
田
遺
跡
の
調
査
成
果
に
よ
っ
て
、
八
世

紀
前
半
に
お
け
る
相
模
型
土
器
の
様
相
が
か
な
り
具
体
化
し
て
き
た
。
す
な
わ

ち
相
模
型
土
器
を
前
述
の
よ
う
に
規
定
し
た
場
合
の
、
長
胴
・
胴
張
・
小
形
甕

類
は
奈
良
時
代
初
期
（
八
世
紀
第
１
四
半
期
）
の
う
ち
に
篦
ケ
ズ
リ
整
形
の
類

と
は
別
系
統
の
な
が
れ
で
成
立
し
て
い
て
、
そ
の
後
の
八
世
紀
第
２
四
半
期
に

至
っ
て
か
ら
「
相
模
型
坏
」
が
出
現
し
て
く
る
実
態
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、

相
模
型
坏
出
現
の
実
年
代
を
七
四
○
～
七
六
○
年
の
う
ち
に
求
め
た
の
で
あ
る

（
國
平
・
岡
本
一
九
七
九
、
國
平
一
九
八
一
）
・
そ
の
後
の
一
九
八
三
年

一
二
月
に
は
、
綾
瀬
市
宮
久
保
遺
跡
の
奈
良
時
代
井
戸
か
ら
天
平
五
（
七
三
三
）

年
銘
の
木
簡
が
出
土
し
て
（
第
六
図
）
、
七
四
○
年
に
は
初
期
相
模
型
坏
が
確

実
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
改
め
て
実
証
す
る
結
果
と
な
っ
た
（
國
平
・
長
岡

一
九
八
四
、
國
平
一
九
八
四
、
國
平
・
長
谷
川
一
九
九
○
）
。

こ
れ
ら
相
模
型
土
器
の
年
代
的
特
質
は
、
河
野
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
製

作
技
法
の
特
長
と
共
に
そ
れ
ぞ
れ
の
器
種
が
も
つ
法
量
（
大
き
さ
）
に
あ
っ
て
、

「
計
画
的
に
作
ら
れ
た
規
格
性
の
あ
る
土
器
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
実
態
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
次
に
海
老
名
市
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡

一
号
竪
穴
住
居
趾
の
在
り
方
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
（
註
二
）
。

柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
は
海
老
名
市
域
の
最
北
端
に
位
置
し
、
目
久
尻
川
を
境

と
し
た
、
北
側
が
座
間
市
で
あ
る
。
地
形
的
に
は
目
久
尻
川
を
挾
ん
だ
座
間
市

が
座
間
丘
陵
、
南
側
の
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
が
相
模
原
面
に
あ
た
る
。
目
久
尻

川
へ
迫
出
し
た
、
こ
の
相
模
原
面
の
台
地
は
縄
文
時
代
か
ら
旧
石
器
時
代
ま
で

の
遺
跡
で
あ
っ
た
（
江
藤
ほ
か
一
九
八
二
、
中
村
ほ
か
一
九
八
三
）
。

一
号
竪
穴
住
居
趾
は
台
地
頂
部
の
平
坦
面
か
ら
斜
面
部
へ
か
か
る
位
置
に
占

地
し
て
お
り
（
註
三
）
、
こ
の
一
軒
の
他
に
は
古
代
の
遺
構
は
お
ろ
か
遺
物
も

全
く
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。
旧
石
器
時
代
の
調
査
時
点
で
確
認
さ
れ
た
と
き
に

は
、
す
で
に
カ
マ
ド
部
分
を
貫
い
た
排
水
溝
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
カ
マ
ド
は

器
設
部
付
近
か
ら
辛
う
じ
て
遺
存
す
る
状
況
に
あ
っ
た
（
図
版
－
１
１
）
。

平
面
（
第
一
図
）
は
北
壁
が
三
一
○
、
南
壁
が
二
九
○
、
東
壁
が
二
五
五
、

西
壁
が
二
五
五
雑
し
密
の
長
方
形
を
呈
し
、
西
壁
中
央
に
カ
マ
ド
を
も
つ
。
床
面

ま
で
の
掘
込
み
は
六
五
～
七
○
雑
し
〆
を
測
り
、
富
士
黒
土
（
肥
層
）
を
約
二
○
～

四
○
滝
し
好
程
残
し
て
、
ロ
ー
ム
層
に
達
し
て
い
た
。
床
面
は
堅
く
締
ま
っ
て
、

壁
際
に
は
幅
一
○
～
一
五
稚
牌
賃
深
さ
○
・
五
～
一
○
篭
濯
の
周
溝
が
巡
り
、

三
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
一
号
竪
穴
住
居
趾
に
つ
い
て
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南
壁
中
央
の
壁
寄
り
で
は
深
さ
一
五
雑
し
好
の
凹
部

が
一
ケ
所
認
め
ら
れ
た
。
周
溝
や
カ
マ
ド
部
分
を

除
く
床
面
積
は
、
約
六
平
方
〆
‐
ん
で
あ
る
。
カ
マ

ド
右
側
の
西
壁
に
は
炭
化
材
、
床
面
や
南
・
東
壁

面
で
は
焼
土
化
し
た
範
囲
（
ス
ク
リ
ン
ト
ン
部
分
）

が
認
め
ら
れ
、
こ
の
住
居
が
火
災
を
受
け
て
廃
絶

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

住
居
内
に
充
填
し
た
堆
積
土
は
三
二
枚
に
分
層

で
き
（
第
一
図
Ａ
Ｉ
Ｂ
・
Ｃ
Ｉ
Ｄ
ラ
イ
ン
）
、

上
層
か
ら
中
層
部
に
か
け
て
の
１
～
賜
層
ま
で
は

黒
褐
色
を
呈
し
て
、
約
忌
し
好
大
の
灰
色
発
泡
ス

コ
リ
ア
、
○
・
三
～
○
・
五
錐
し
痘
大
を
な
す
褐
色
・

赤
褐
色
・
榿
色
・
灰
色
ス
コ
リ
ァ
を
顕
著
に
混
入

し
た
新
期
テ
フ
ラ
の
火
山
灰
質
土
壌
で
な
る
。

下
半
部
の
焔
～
詑
層
ま
で
は
ロ
ー
ム
粒
を
混
入

し
た
黒
褐
色
な
い
し
黄
褐
色
土
層
で
あ
る
。
壁
際

の
上
位
流
入
土
層
に
ス
コ
リ
ァ
を
若
干
認
め
え
る

が
、
床
面
付
近
の
型
・
鉈
層
に
は
上
層
で
の
新
期

テ
フ
ラ
は
み
ら
れ
ず
、
炭
化
材
・
焼
土
を
含
ん
だ

ロ
ー
ム
粒
を
主
体
と
す
る
黄
褐
色
土
に
な
っ
て
、

土
器
類
も
全
て
こ
の
層
位
で
出
土
し
て
く
る
。

住
居
阯
内
全
体
の
土
層
が
レ
ン
ズ
状
堆
積
を
な

’
~
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カ
マ
ド
（
第
二
図
）
は
西
壁
の
中
央
部
に
三
角
形
状
の
掘
込
み
を
入
れ
て
構

築
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
両
袖
部
か
ら
煙
道
部
に
か
か
る
上
半
部
を
失
っ
て
い

る
。
し
か
し
両
袖
部
の
位
置
に
は
焼
土
を
混
じ
え
た
黄
褐
色
粘
土
（
１
層
）
の

遣
存
範
囲
が
若
干
認
め
ら
れ
、
粘
土
を
用
い
て
構
築
し
た
こ
と
が
容
易
に
推
測

で
き
る
。
そ
の
下
位
の
２
層
は
焼
土
化
し
た
ロ
ー
ム
層
で
、
煙
道
の
壁
面
が
崩

落
し
た
も
の
で
あ
る
。
３
．
４
層
は
黒
色
土
と
焼
け
た
ロ
ー
ム
粒
と
が
混
合
し

た
褐
色
土
で
、
４
層
が
軟
ら
か
い
。
５
層
も
３
．
４
層
に
近
い
褐
色
土
で
あ
る

が
、
焼
土
と
大
き
い
ロ
ー
ム
粒
を
多
く
含
む
違
い
が
あ
る
。
６
層
は
炭
化
物
と

焼
土
の
混
入
が
目
立
つ
黒
褐
色
土
で
、
大
半
が
灰
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
７
層

は
黒
色
土
・
焼
土
・
ロ
ー
ム
粒
を
混
合
し
た
黒
褐
色
土
で
、
火
床
に
あ
た
る
。

こ
の
う
ち
の
３
～
６
層
か
ら
は
土
師
器
長
胴
甕
片
（
第
四
図
８
）
が
出
土
し

す
こ
と
か
ら
み
て
も
、
上
層
の
テ
フ
ラ
は
こ
の
住
居
の
廃
絶
時
期
に
近
い
頃
の

新
期
テ
フ
ラ
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
（
註
四
）
。

す
な
わ
ち
竪
穴
住
居
内
で
の
土
器
は
、
そ
の
出
土
状
況
や
形
態
比
較
か
ら
し

て
も
ほ
ぼ
一
型
式
の
な
か
に
お
さ
ま
る
短
期
間
の
も
の
で
あ
り
、
住
居
が
火
災

を
受
け
て
廃
絶
し
、
そ
の
後
に
壁
際
か
ら
の
レ
ン
ズ
状
堆
積
を
な
し
て
埋
没
し

て
い
く
状
況
が
長
時
間
を
要
し
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

ま
た
住
居
の
掘
方
は
富
士
黒
色
土
居
か
ら
掘
込
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

埋
没
の
過
程
で
は
最
下
位
の
床
面
を
覆
う
堆
積
土
が
ま
ず
黄
褐
色
土
に
な
る
こ

と
は
、
住
居
壁
の
外
側
に
ロ
ー
ム
を
用
い
た
施
設
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
本
来
の
黄
褐
色
土
は
地
上
の
壁
土
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
し
た
い
。

て
い
て
、
カ
マ
ド
の
器
設
部
を
架
構
す
る
際
に
は
黄
色
粘
土
の
中
に
甕
の
破
片

を
芯
に
入
れ
て
補
強
材
に
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
カ
マ
ド
左
側
の
床
面
に

は
灰
捨
て
場
の
範
囲
（
ス
ク
リ
ン
ト
ン
部
分
）
が
確
認
で
き
、
灰
捨
て
場
と
焚

口
部
付
近
か
ら
出
土
し
て
い
る
小
形
甕
（
第
四
図
５
．
６
）
や
長
胴
甕
（
７
）

は
煮
炊
き
に
使
用
さ
れ
て
い
た
煮
沸
容
器
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。

床
面
下
の
掘
方
（
第
三
図
）
は
、
カ
マ
ド
を
通
る
主
軸
方
向
の
中
央
を
二
分

の
一
ほ
ど
の
面
積
で
残
し
て
、
北
壁
側
と
南
壁
の
西
隅
に
不
規
則
な
浅
い
凹
部

第二図一号竪穴住居趾カマド
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カ
マ
ド
内
を
除
い
た
遺
物
の
出
土
層
位
（
第
一
図
）
は
、
堆
積
土
層
の
と
こ

ろ
で
も
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
全
て
の
も
の
が
別
層
以
下
の
層
に
含
ま
れ
て

お
り
、
床
面
付
近
か
、
床
面
に
密
着
し
た
状
態
に
あ
る
。

そ
の
内
容
を
み
る
と
、
土
師
器
坏
四
点
、
小
形
甕
二
点
、
長
胴
甕
二
点
、
須

恵
器
甕
片
一
点
に
限
定
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
（
第
四
図
）
。
す
な
わ
ち
こ
れ

ら
以
外
に
は
、
右
記
の
土
師
器
甕
に
接
合
し
な
か
っ
た
小
破
片
が
数
片
含
ま
れ

る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
大
部
分
の
土
器
は
、
カ
マ
ド
内
か
ら
出
土
し
た
長
胴

甕
片
（
８
）
を
除
い
て
、
完
器
か
、
ほ
ぼ
そ
れ
に
近
い
状
態
に
復
元
さ
れ
る
も
の

で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
火
災
と
も
関
連
し
た
結
果
と
み
ら
れ
、

当
時
の
家
財
が
そ
の
ま
ま
遺
存
し
た
状
態
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
出
土
状
況
を
み
る
と
、
床
面
の
中
央
に
は
内
面
を
上
に
し
た
須
恵
器
甕

片
（
９
）
が
あ
り
、
北
壁
寄
り
に
は
完
形
で
「
土
」
の
墨
書
文
字
が
あ
る
土
師
器

坏
（
１
）
が
、
北
壁
と
東
壁
の
コ
ー
ナ
ー
部
分
に
も
完
形
の
坏
（
３
）
が
存
在
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
反
対
側
の
南
壁
際
と
そ
の
中
央
付
近
に
は
破
片
に
な
っ
た
坏

片
（
２
）
、
南
壁
と
西
壁
の
コ
ー
ナ
ー
付
近
に
あ
た
る
灰
捨
て
場
で
は
割
れ
て
遊

離
し
た
坏
（
４
）
と
長
胴
甕
の
一
部
（
７
）
が
折
り
重
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
接
合

が
み
ら
れ
る
（
図
版
－
１
２
）
。
南
壁
と
東
壁
の
一
画
に
あ
た
る
、
掘
込
み
の

な
い
床
面
（
ス
ク
リ
ン
ト
ン
部
分
）
は
焼
け
て
お
り
、
火
災
の
影
響
を
受
け
た

範
囲
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
西
壁
側
の
、
カ
マ
ド
焚
口
部
の
両
側
に
在
る
不
規
則

な
凹
部
は
、
床
面
で
も
観
察
さ
れ
た
よ
う
に
、
灰
を
処
理
す
る
た
め
に
掘
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
掘
方
面
で
の
遺
物
は
、
全
く
な
い
。

す
る
長
胴
甕
の
一
部
（
７
）
や
二
個
の
小
形
甕
（
５
．
６
）
が
前
述
し
た
よ
う
に
、

カ
マ
ド
焚
口
部
の
前
面
に
潰
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
北
壁
寄
り
の
中
央
か
ら
出
土

し
た
「
土
」
の
墨
書
文
字
が
あ
る
土
師
器
坏
（
１
）
と
、
床
面
中
央
に
み
ら
れ
る

須
恵
器
甕
片
（
９
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
中
央
の
須
恵
器
甕
片
は
、
内
面
を
硯
に

使
用
し
た
転
用
硯
で
あ
っ
た
。
こ
の
元
に
な
っ
た
他
の
須
恵
器
甕
片
は
、
住
居

内
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
縄
文
時
代
や
旧
石
器
時
代
の
確
認
調
査
に
お
い
て

も
全
く
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
転
用
硯
に
利
用
し
た
、
こ
の
須

恵
器
甕
の
破
片
は
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
以
外
の
地
か
ら
こ
の
住
居
に
持
ち
込
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

０《
Ｕ
Ｉ

１ ｎ
Ｕ
Ｉ

ｎ
４ OCM（

Ｕ
Ｉ
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一
号
竪
穴
住
居
趾
出
土
の
土
器
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
が
土
師
器

で
占
め
ら
れ
、
そ
の
内
訳
は
坏
四
点
、
小
形
甕
二
点
、
長
胴
甕
二
点
と
、
そ
の

他
に
は
須
恵
器
甕
片
が
一
点
あ
る
だ
け
で
（
第
四
図
、
図
版
二
）
、
砥
石
や
鉄

製
品
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
か
ら
、
器
種
ご
と
に
こ
れ
ら
を
説
明
す
る
。

坏
（
１
～
４
）
１
は
口
径
一
四
・
三
、
底
径
一
○
・
八
、
器
高
四
雑
し
癖
を
な

す
完
形
品
で
あ
る
。
器
形
は
、
体
部
か
ら
口
縁
部
ま
で
が
直
線
的
に
開
き
、
底

部
は
箆
ケ
ズ
リ
の
仕
方
で
や
や
丸
味
を
お
び
て
い
る
。
整
形
は
、
ま
ず
底
部
を

こ
の
転
用
硯
の
存
在
は
、
土
師
器
坏
に
見
え
る
「
土
」
の
墨
書
文
字
と
も
関

連
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
軒
し
か
存
在
し
な
い
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
で
の

単
独
住
居
で
、
な
ぜ
硯
を
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
て

く
る
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
こ
の
住
人
は
土
器
に
も
文
字
を
書
い
た
識
字

者
で
、
硯
を
携
え
て
職
務
に
つ
い
た
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
。
こ

の
墨
書
文
字
に
つ
い
て
は
後
で
も
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
一
見
し
て
感

じ
る
の
は
、
宮
久
保
木
簡
の
書
体
（
第
六
図
）
と
も
同
じ
、
と
云
え
る
ほ
ど
の

共
通
性
が
あ
る
筆
の
運
び
で
あ
り
、
「
当
時
の
書
体
を
か
な
り
修
得
し
て
い
た
、

識
字
者
に
よ
る
、
書
き
慣
れ
た
文
字
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
こ
う
し
た
識
字
者
が
硯
を
携
え
て
、
な
ぜ
、
こ
の
場
所
に
生
活
し
て
い

た
の
か
。
こ
の
根
本
的
な
問
題
が
こ
の
住
居
肚
の
性
格
を
規
定
す
る
こ
と
に
も

な
ろ
う
。
周
辺
の
環
境
を
洞
察
し
て
、
最
後
に
論
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

四
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
一
号
竪
穴
住
居
趾
出
土
の
土
器
に
つ
い
て

不
定
方
向
に
箆
ケ
ズ
リ
し
た
の
ち
、
体
部
を
横
方
向
で
箆
ケ
ズ
リ
す
る
。
体
部

の
篦
ケ
ズ
リ
は
口
唇
部
際
ま
で
に
及
ぶ
が
、
そ
の
後
の
口
縁
部
を
横
ナ
デ
し
た

調
整
で
一
段
分
の
み
の
箆
ケ
ズ
リ
範
囲
が
残
る
。
内
面
か
ら
口
縁
部
に
か
け
て

の
調
整
は
、
底
部
を
ま
ず
ナ
デ
て
か
ら
口
縁
部
を
横
ナ
デ
す
る
。
胎
土
は
、
細

粒
の
石
英
・
長
石
・
金
雲
母
を
含
み
、
榿
褐
色
の
堅
綴
な
焼
成
に
よ
る
。

口
縁
部
の
外
面
に
は
、
横
書
き
に
よ
る
薄
れ
た
「
土
」
の
墨
書
文
字
が
明
瞭

に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
下
位
部
分
に
も
擦
れ
て
判
読
不
能
の
文
字
ら
し
い
幽
か

な
墨
痕
が
み
ら
れ
、
二
文
字
が
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
同
じ
位

置
の
内
面
側
に
も
「
土
」
に
似
た
文
字
ら
し
い
墨
痕
が
認
め
ら
れ
、
口
縁
部
の

内
外
面
に
墨
書
文
字
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
不
明
瞭
な
墨
痕
に
つ
い

て
は
、
赤
外
線
の
透
視
で
も
十
分
に
判
読
し
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

２
は
口
径
一
四
・
三
、
底
径
一
○
・
一
、
器
高
四
・
三
雑
し
ぜ
を
な
し
、
全
体
の

四
分
の
三
ほ
ど
を
遺
存
す
る
。
器
形
は
、
箆
ケ
ズ
リ
で
や
や
丸
く
な
っ
た
底
部

か
ら
体
部
が
直
線
的
に
開
き
、
口
縁
部
と
の
境
で
「
く
」
の
字
形
に
折
れ
る
。

こ
れ
も
１
と
同
様
に
、
底
部
を
不
定
方
向
に
箆
ケ
ズ
リ
し
て
か
ら
体
部
を
横
方

向
で
篦
ケ
ズ
リ
し
、
そ
の
後
、
箆
ケ
ズ
リ
が
及
ん
だ
口
縁
部
に
強
い
横
ナ
デ
を

施
す
こ
と
で
「
く
」
の
字
形
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
内
面
の
調
整
は
、
底
部

に
横
方
向
の
ナ
デ
を
加
え
て
か
ら
口
縁
部
を
横
ナ
デ
す
る
。
胎
土
は
、
細
粒
の

石
英
・
長
石
・
ス
コ
リ
ァ
を
少
量
含
み
、
燈
褐
色
の
堅
綴
な
焼
成
に
よ
る
。

口
縁
部
の
内
面
に
は
、
逆
三
角
形
状
に
煤
け
た
黒
斑
部
分
が
一
ケ
所
だ
け
に

み
ら
れ
る
。
燈
明
に
灯
さ
れ
た
器
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
推
察
さ
れ
る
。

３
は
口
径
一
四
・
二
、
底
径
九
・
三
、
器
高
四
雑
し
ぜ
を
な
す
完
形
品
で
あ
る
。
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器
形
は
、
篦
ケ
ズ
リ
さ
れ
た
平
底
の
底
部
か
ら
体
部
が
直
線
的
に
開
き
、
口
縁

部
と
の
境
で
微
か
に
「
く
」
の
字
形
に
折
れ
る
。
整
形
は
、
底
部
を
不
定
方
向

で
ま
ず
箆
ケ
ズ
リ
し
た
の
ち
、
体
部
を
横
方
向
で
箆
ケ
ズ
リ
す
る
（
３
Ｃ
）
。

そ
の
後
の
調
整
は
、
内
面
の
底
部
を
ま
ず
横
方
向
に
ナ
デ
た
の
ち
、
底
部
際
か

ら
口
縁
部
ま
で
を
横
ナ
デ
す
る
。
胎
土
は
、
細
粒
の
石
英
・
長
石
・
金
雲
母
・

ス
コ
リ
ァ
を
少
量
含
み
、
黄
褐
色
の
堅
綴
な
焼
成
に
よ
る
。

口
縁
部
内
面
の
一
部
と
、
外
面
の
口
縁
部
か
ら
底
部
に
か
け
て
は
タ
ー
ル
状

の
付
着
物
が
み
ら
れ
（
３
Ｂ
・
Ｃ
）
、
煮
沸
に
使
用
さ
れ
た
可
能
性
を
示
す
。

４
は
口
径
一
三
・
六
、
底
径
九
・
三
、
器
高
三
・
六
控
レ
歴
を
な
し
、
口
縁
部
の

一
部
を
欠
損
す
る
。
器
形
は
、
体
部
が
や
や
内
脅
気
味
に
立
ち
上
が
っ
て
、
口

縁
部
の
と
こ
ろ
か
ら
外
反
す
る
。
整
形
は
、
底
部
を
不
定
方
向
に
篦
ケ
ズ
リ
し

た
の
ち
、
体
部
を
横
方
向
で
箆
ケ
ズ
リ
す
る
。
調
整
は
、
内
面
の
底
部
を
ま
ず

ナ
デ
た
の
ち
に
、
底
部
際
か
ら
口
縁
部
ま
で
を
横
ナ
デ
す
る
。
胎
土
は
、
細
粒

の
石
英
・
長
石
を
少
量
含
み
、
や
や
軟
質
の
黄
褐
色
を
呈
す
る
。

外
面
と
内
面
の
底
部
に
は
、
３
と
同
様
の
、
黒
ず
ん
だ
部
分
が
み
ら
れ
る
。

小
形
甕
（
５
．
６
）
５
は
口
径
一
五
・
八
、
胴
部
最
大
径
一
五
・
四
、
器
高

一
五
・
三
、
底
径
八
・
三
雑
し
好
を
な
す
完
形
品
で
あ
る
。
器
形
は
、
口
縁
部
が
緩

い
「
く
」
の
字
形
を
な
し
て
外
反
し
、
口
唇
部
で
や
や
立
ち
気
味
に
な
る
。
胴

部
は
上
半
に
最
大
径
を
も
っ
て
、
胴
部
最
大
径
と
口
径
と
が
ほ
ぼ
一
致
し
た
大

き
さ
を
な
し
て
、
器
高
が
低
い
こ
と
か
ら
鉢
形
に
近
い
形
状
を
と
る
。
整
形
は

ナ
デ
に
よ
る
胴
部
を
基
本
と
す
る
が
、
そ
の
下
半
部
は
木
葉
痕
の
底
部
際
か
ら

箆
状
工
具
で
ナ
デ
上
げ
た
整
形
の
た
め
に
、
底
部
際
は
三
角
形
状
に
食
み
出
し

た
断
面
の
特
長
に
な
る
。
内
面
で
は
ナ
デ
と
箆
状
工
具
に
よ
る
ナ
デ
が
併
用
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
、
口
縁
部
を
横
ナ
デ
す
る
。
胎
土
は
、
細
粒
の
石
英
・

長
石
・
金
雲
母
を
少
量
含
み
、
黄
白
色
の
堅
綴
な
焼
成
に
よ
る
。

底
部
を
含
ん
だ
外
面
全
体
は
黒
色
を
呈
し
て
煤
け
、
内
面
の
一
部
に
も
黒
色

の
付
着
物
が
認
め
ら
れ
る
。
煮
沸
器
で
あ
っ
た
が
た
め
で
あ
ろ
う
。

６
は
口
径
一
五
・
八
、
胴
部
最
大
径
一
五
・
五
、
器
高
一
四
・
二
、
底
径
九
蕊
し
好

を
な
す
完
形
品
で
あ
る
。
器
形
は
、
口
縁
部
が
緩
く
外
反
し
て
、
胴
部
の
最
大

径
が
上
半
部
に
く
る
。
こ
れ
も
５
と
同
じ
よ
う
に
口
径
と
胴
部
最
大
径
と
が
ほ

ぼ
一
致
し
て
、
器
高
が
元
し
瘤
ほ
ど
短
い
こ
と
か
ら
更
に
寸
胴
の
鉢
形
に
近
い

も
の
と
な
る
。
整
形
は
、
胴
部
全
体
を
ナ
デ
、
木
葉
痕
の
底
部
際
は
三
角
形
状

に
食
み
出
し
た
断
面
を
な
す
。
内
面
は
ナ
デ
と
箆
状
工
具
に
よ
る
ナ
デ
と
が
併

用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
、
口
縁
部
を
横
ナ
デ
す
る
。
胎
土
は
、
細
粒
の
石

英
・
長
石
・
金
雲
母
を
少
量
含
み
、
黄
褐
色
の
堅
級
な
焼
成
に
よ
る
。

胴
部
の
外
面
に
は
対
時
し
た
位
置
に
煤
け
た
黒
斑
部
分
が
み
ら
れ
、
内
面
も

薄
く
黒
ず
ん
で
い
る
。
煮
沸
器
と
し
て
の
使
用
で
あ
ろ
う
。

長
胴
甕
（
７
．
８
）
７
は
口
径
二
二
・
二
、
胴
部
最
大
径
二
○
・
五
、
器
高

三
五
・
三
、
底
径
九
・
一
垂
し
》
を
な
し
、
胴
部
下
半
か
ら
底
部
に
か
け
て
は
二
分

の
一
ほ
ど
を
欠
損
す
る
。
器
形
は
、
口
縁
部
が
強
く
外
反
し
、
口
唇
部
で
平
坦

に
な
る
。
焼
成
時
の
歪
み
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
口
縁
部
の
一
ケ
所
は

鳶
口
の
よ
う
に
突
出
し
て
、
あ
た
か
も
注
口
部
に
似
た
形
状
を
な
す
。
胴
部
は

木
葉
痕
の
底
部
か
ら
緩
く
丸
味
を
も
っ
て
立
ち
上
が
り
、
最
大
径
が
上
半
部
に

く
る
。
整
形
は
、
胴
部
全
体
が
ナ
デ
、
木
葉
痕
の
底
部
際
は
箆
状
工
具
で
ナ
デ

－7－



上
げ
る
た
め
三
角
形
状
に
食
み
出
し
て
い
る
。
内
面
は
ナ
デ
の
あ
と
に
、
工
具

の
木
口
を
横
方
向
に
当
て
が
っ
て
回
転
さ
せ
な
が
ら
最
終
的
な
調
整
を
加
え
て

い
る
。
口
縁
部
の
調
整
は
横
ナ
デ
に
よ
る
。
胎
土
は
、
微
粒
の
石
英
・
長
石
・

金
雲
母
を
多
量
に
含
み
、
檀
褐
色
の
堅
綴
な
焼
成
に
よ
る
。

底
部
か
ら
胴
部
下
半
に
か
け
て
は
漆
黒
色
の
付
着
物
が
局
部
的
に
遺
存
し
、

上
半
部
の
一
部
に
は
被
熱
に
よ
る
器
面
の
剥
落
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
も
小
形
甕

と
同
様
に
、
カ
マ
ド
に
掛
け
て
使
用
さ
れ
た
煮
沸
器
と
考
え
ら
れ
る
。

８
は
、
胴
部
の
下
半
が
四
分
の
三
ほ
ど
遺
存
す
る
も
の
で
、
中
間
よ
り
や
や

下
位
に
は
７
と
同
じ
よ
う
に
膨
れ
出
た
接
合
部
分
を
顕
著
に
残
す
。
基
本
的
に

は
７
と
同
じ
器
形
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
現
存
す
る
器

高
二
二
、
胴
部
最
大
径
二
垂
し
ぜ
を
測
る
。
内
外
面
と
も
ナ
デ
整
形
に
よ
る
。

胎
土
は
、
微
粒
の
石
英
・
長
石
・
金
雲
母
を
多
量
に
含
み
、
榿
褐
色
を
な
す
。

カ
マ
ド
を
構
築
し
た
際
の
補
強
用
芯
材
に
用
い
ら
れ
た
た
め
に
、
煤
け
た
破

片
と
原
形
の
色
調
を
な
す
部
分
と
が
モ
ザ
イ
ク
様
に
接
合
し
て
い
る
。

須
恵
器
甕
破
片
（
９
）
中
型
の
甕
に
よ
る
胴
下
半
部
に
あ
た
る
。
外
面
は

平
行
叩
き
目
、
内
面
に
は
同
心
円
文
の
当
て
具
痕
と
そ
の
後
の
箆
ケ
ズ
リ
部
分

と
が
み
ら
れ
る
。
器
壁
が
薄
く
、
内
面
の
同
心
円
文
も
痕
跡
程
度
に
浅
い
こ
と

か
ら
み
て
、
奈
良
時
代
前
半
ま
で
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
胎
土
は
、

微
粒
の
石
英
・
長
石
を
僅
か
に
含
ん
だ
織
密
な
も
の
で
、
灰
白
色
を
な
す
。
胎

土
か
ら
み
て
、
湖
西
窯
跡
の
製
品
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

播
形
を
な
し
た
破
片
の
内
面
は
、
同
心
円
文
の
当
て
具
痕
が
あ
る
範
囲
に
限

っ
て
研
摩
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
部
分
は
鈍
い
光
沢
を
放
っ
て
滑
ら
か
な
面
を
な

以
上
の
、
一
号
竪
穴
住
居
趾
か
ら
出
土
し
た
九
点
の
土
器
が
い
つ
の
時
期
に

求
め
ら
れ
る
も
の
な
の
か
、
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
土
師
器
坏
の
四
点
を
法
量
で
み
る
と
、
口
径
が
一
三
・
六
～
一
四
・
三
、

底
径
が
九
・
三
～
一
○
・
八
雑
し
密
の
範
晴
に
あ
る
。
こ
れ
は
口
径
が
一
四
雑
し
賃

底
径
が
一
○
韮
し
捗
代
の
一
群
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
こ
の
法
量
を
相
模
地
域
で

の
土
器
編
年
に
対
比
さ
せ
る
と
（
國
平
一
九
八
三
）
、
相
模
地
域
の
Ⅳ
．
Ｖ

期
に
相
当
す
る
。
ま
た
小
形
甕
の
二
点
は
底
径
が
八
・
三
、
九
．
○
推
し
瘤
を
な
し

て
お
り
、
こ
れ
も
坏
と
同
様
に
Ⅳ
．
Ｖ
期
が
該
当
し
て
く
る
。
し
か
し
長
胴
甕

の
一
点
は
底
径
が
九
・
一
悪
し
密
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
底
径
は
Ⅳ
期
に
し

か
な
く
、
Ｖ
期
に
対
応
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

こ
の
よ
う
に
法
量
で
比
較
し
て
み
る
と
、
一
号
竪
穴
住
居
趾
の
土
器
群
は
Ｖ

期
の
様
相
を
具
備
し
な
が
ら
も
ま
だ
Ⅳ
期
の
段
階
に
あ
っ
た
、
と
云
え
よ
う
。

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
研
摩
さ
れ
た
範
囲
の
み
に
墨
が
沁
み
て
い
る
。
さ
ら
に

割
れ
口
部
分
を
よ
く
観
察
す
る
と
、
外
面
側
の
細
ま
る
縁
の
三
ヶ
所
と
内
面
側

の
広
端
部
に
く
る
縁
の
一
ヶ
所
（
矢
印
の
範
囲
）
が
擦
れ
て
摩
滅
し
て
い
る
。

こ
の
状
態
か
ら
す
る
と
、
外
面
側
の
三
ヶ
所
は
「
手
擦
れ
に
よ
っ
た
も
の
」
と

判
断
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
破
片
は
、
左
手
で
持
っ
た
、
今
様
の
比
噛
を
と

れ
ば
卸
金
で
大
根
を
卸
す
よ
う
な
使
用
の
、
手
持
ち
の
硯
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
墨
汁
が
溜
る
海
の
な
い
硯
、
そ
れ
は
携
帯
用
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

五
土
器
群
の
年
代
に
つ
い
て

－8－
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従
っ
て
、
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
一
号
竪
穴
住
居
趾
は
七
四
○
～
七
六
○
年
ま

で
の
二
○
年
幅
の
う
ち
に
定
点
が
あ
っ
て
、
土
器
組
成
か
ら
判
断
す
る
と
後
半

の
七
六
○
年
に
近
い
時
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
年
代
を
天
平
五
（
七
三
三
）
年
銘
木
簡
が
出
土
し
た
宮
久
保
遺
跡
井
戸
趾

で
の
土
器
類
に
比
較
さ
せ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
第
五
・
六
図
）
。

ま
ず
木
簡
は
、
井
筒
の
木
枠
を
方
形
に
組
立
て
た
後
の
周
囲
を
玉
石
で
整
備

し
た
、
そ
の
玉
石
の
下
か
ら
出
土
し
た
。
こ
の
こ
と
は
井
戸
が
七
三
三
年
以
降

に
築
造
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
が
、
そ
の
時
期
が
七
三
三
年
に
近
い
頃
の
も
の
で

50％
20

。 I 群

oll 群

olll 群

v柏ヶ谷長ヲサ遺跡

／

ノ

, 75%1月
ロ写

I

P ● ●
● 1I1

●

1

15CM105

第五図相模地区W～Ⅵ期の土師器坏法量分布

で
は
、
相
模
地
域
の

Ⅳ
期
は
い
つ
頃
と
考
え

ら
れ
て
い
る
の
か
。

Ⅳ
期
の
年
代
を
求
め

る
に
あ
た
っ
て
、
次
の

Ｖ
期
に
は
平
城
宮
Ｖ
期

（
七
七
○
～
七
八
○
年
）

に
比
定
さ
れ
る
大
和
型

甕
が
含
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、
Ｖ
期
が
七
六
○
～

七
八
○
年
、
そ
の
二
○

年
を
単
位
と
し
て
Ⅳ
期

が
七
四
○
～
七
六
○
年

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
木
簡
の
年
代
と
は
関
わ
り
の
な
い
、
新
し
い
時
期
の

築
造
で
あ
っ
た
の
か
が
土
器
と
の
関
係
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

玉
石
面
や
そ
の
上
層
か
ら
は
第
六
図
に
示
す
Ｉ
～
Ⅵ
群
ま
で
の
土
師
器
坏
が

出
土
し
た
。
こ
の
Ｉ
～
Ⅵ
群
の
分
類
（
第
六
図
）
は
口
径
と
底
径
の
法
量
比
に

よ
る
も
の
で
、
Ｉ
群
が
口
径
一
四
～
一
六
、
底
径
一
○
・
二
～
二
・
五
侈
潅
、

Ⅱ
群
が
口
径
一
三
・
二
～
一
四
、
底
径
八
・
一
～
一
○
篭
し
賃
Ⅲ
群
が
口
径
一
二

～
一
三
・
四
、
底
径
八
・
二
～
九
・
四
錐
し
ぐ
Ⅳ
群
が
口
径
一
二
・
二
～
一
三
・
五
、

底
径
六
・
五
～
七
・
八
錐
し
賃
Ｖ
群
が
口
径
一
二
・
四
～
一
三
・
三
、
底
径
五
・
四

～
六
・
七
錐
し
賃
Ⅵ
群
が
口
径
二
・
一
～
一
三
・
一
、
底
径
四
～
六
・
六
雑
し
瘤
を

な
す
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
の
Ⅳ
～
Ⅵ
群
は
、
井
戸
の
機
能
が
停
止
し
て
埋
没
し
た
後
の
窪
地

に
二
次
的
に
堆
積
し
た
も
の
で
あ
り
、
井
戸
趾
と
は
直
接
の
関
連
性
は
な
い
。

し
か
し
窪
地
の
下
面
は
延
暦
一
九
（
八
○
○
）
年
の
純
火
山
灰
層
で
覆
わ
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
Ⅳ
群
が
八
○
○
～
八
一
○
年
の
う
ち
に
定
点
を
も
つ
こ
と
を
示

し
て
お
り
、
井
戸
趾
が
八
○
○
年
よ
り
古
い
こ
と
を
知
る
目
安
に
は
な
る
。

と
す
れ
ば
、
井
戸
趾
の
築
造
時
期
を
七
三
三
年
か
ら
八
○
○
年
ま
で
の
う
ち

に
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
約
六
○
年
間
の
中
に
Ｉ
群
、
Ⅱ
群
、

Ⅲ
群
の
坏
類
が
介
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
Ｉ
～
Ⅲ
群
を
法
量
で
比
較

す
る
と
、
Ｉ
群
が
相
模
地
域
の
Ⅳ
期
に
、
Ⅱ
群
が
相
模
地
域
の
Ｖ
期
に
、
Ⅲ
群

が
相
模
地
域
の
Ⅵ
期
に
該
当
す
る
（
第
八
図
）
。
こ
の
こ
と
は
前
述
し
て
い
る

よ
う
に
、
Ⅱ
群
が
七
六
○
～
七
八
○
年
に
対
比
し
え
る
こ
と
か
ら
、
井
戸
の
築

造
は
Ｉ
群
の
坏
類
と
関
わ
り
を
も
っ
た
、
七
三
三
年
に
近
い
頃
の
も
の
で
あ
っ

－10－
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た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
傍
証
す
る
よ
う
に
、
Ｉ
群
の
多
く
が

玉
石
面
付
近
に
集
中
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
判
断
す
る
と
、

Ｉ
群
は
木
簡
の
年
代
に
近
い
七
四
○
～
七
六
○
年
を
中
心
と
し
た
期
間
内
に
あ

っ
た
と
み
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
Ｉ
群
で
の
口
径
一
四
～
一
六
、

底
径
一
○
・
二
～
二
・
五
控
し
好
の
法
量
を
な
す
一
群
の
な
か
の
、
口
径
一
六
、

底
径
二
・
五
雑
し
好
代
の
大
き
い
も
の
が
七
三
三
年
に
よ
り
近
い
坏
類
で
あ
る

こ
と
を
暗
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
法
量
は
時
間
を
厳
密
に
反
映
し
て
い
た
。

柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
一
号
竪
穴
住
居
趾
の
坏
四
点
を
、
宮
久
保
遺
跡
井
戸
趾

Ｉ
～
Ⅲ
群
の
法
量
分
布
図
の
な
か
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
Ｉ
群
と
Ⅱ
群
と
が

重
複
し
た
領
域
の
中
に
く
る
（
第
五
図
）
。
こ
の
分
布
は
Ｉ
群
と
も
、
Ⅱ
群
と

も
読
み
取
れ
る
。
こ
う
し
た
分
布
の
在
り
方
か
ら
み
て
も
、
住
居
内
の
土
器
組

成
は
七
六
○
年
に
近
い
年
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

で
は
七
五
○
～
七
六
○
年
頃
ま
で
の
土
師
器
坏
に
「
土
」
の
墨
書
文
字
が
存

在
す
る
（
第
七
図
１
）
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
ま
え
に
、
相
模
国
で
の
、
当
該
期
に
よ
る
墨
書
土
器
の

類
例
を
求
め
る
と
、
海
老
名
市
上
浜
田
遺
跡
一
○
三
号
竪
穴
住
居
趾
か
ら
出
土

し
た
「
進
入
」
の
文
字
が
あ
る
土
師
器
坏
（
２
）
を
挙
げ
え
る
（
國
平
・
岡
本

一
九
七
九
）
。
こ
の
時
期
よ
り
も
一
段
階
古
い
相
模
地
域
の
Ⅲ
期
（
七
二
○
～

七
四
○
年
）
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
余
綾
郡
に
あ
た
る
大
磯
町
北
中
尾

六
墨
書
土
器
が
出
現
す
る
意
味
に
つ
い
て

横
穴
墓
群
三
号
墓
か
ら
出
土
し
た
「
天
」
の
文
字
を
も
つ
須
恵
器
短
頸
壺
（
３
）

が
あ
る
（
鈴
木
・
國
見
一
九
九
○
）
。
ま
た
「
土
」
・
「
進
入
」
の
土
師
器

坏
と
同
時
期
の
墨
書
土
器
と
し
て
は
、
高
座
郡
域
に
は
い
る
、
藤
沢
市
南
鍛
冶

山
遺
跡
三
二
号
竪
穴
住
居
趾
出
土
の
人
面
墨
書
と
「
相
□
口
大
口
郡
三
宅
郷
」

と
記
さ
れ
た
土
師
器
長
胴
甕
が
存
在
す
る
（
加
藤
一
九
九
一
）
。
こ
の
九
文

字
で
構
成
さ
れ
て
い
た
旧
来
の
墨
書
は
「
相
模
國
（
国
）
大
住
郡
三
宅
郷
」
で
あ

っ
た
、
と
判
断
さ
れ
て
い
る
（
註
五
）
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
奈
良
時
代
前
半
の
七
四
○
年
前
後
か
ら
墨
書
土

器
が
出
現
し
は
じ
め
、
七
六
○
年
頃
に
は
多
現
す
る
傾
向
を
看
取
し
え
よ
う
。

し
か
し
そ
の
出
現
率
は
九
世
紀
以
降
で
の
比
に
は
な
く
、
か
な
り
限
定
さ
れ
た

在
り
方
を
示
し
い
る
。
そ
し
て
相
模
地
域
Ⅲ
．
Ⅳ
期
で
の
、
こ
れ
ら
の
墨
書
文

字
が
木
簡
の
書
体
と
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
長
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

当
時
の
官
衙
機
構
が
か
な
り
整
備
さ
れ
て
い
て
、
各
郡
・
郷
の
末
端
組
織
ま
で

に
識
字
層
が
波
及
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
共
に
、
文
字
自
体
が
行
政
機

構
に
組
込
ま
れ
た
人
達
の
手
に
よ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
’

１
１
~~ 10CM

第七図墨書土器
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柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
一
号
竪
穴
住
居
趾
出
土
の
土
師
器
坏
・
小
形
甕
・
長
胴

甕
の
製
作
（
使
用
）
年
代
を
各
々
の
法
量
か
ら
七
六
○
年
頃
に
求
め
、
そ
の
法
量

が
「
時
間
を
厳
密
に
示
す
目
盛
り
」
を
な
す
と
共
に
「
規
格
的
に
作
ら
れ
て
、

計
画
性
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
」
こ
と
は
、
前
に
も
述
べ
て
き
た
。
で
は
、

こ
の
規
格
と
は
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
た
も
の
な
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
結

果
が
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

相
模
型
土
器
で
代
表
さ
れ
る
、
相
模
地
域
の
奈
良
・
平
安
時
代
土
器
編
年
は

竪
穴
住
居
趾
の
重
複
関
係
に
よ
る
新
旧
の
土
器
組
成
に
基
づ
い
て
、
そ
の
組
成

的
特
長
と
法
量
と
を
操
作
基
準
に
し
な
が
ら
実
年
代
の
定
点
を
紀
年
銘
木
簡
や

火
山
灰
と
の
対
比
に
求
め
、
奈
良
時
代
で
は
二
○
年
単
位
の
編
年
区
分
が
で
き

て
い
る
（
第
八
図
）
。
こ
の
年
代
と
組
成
的
特
長
は
、
今
後
に
定
点
資
料
の
増

加
を
得
て
も
、
お
そ
ら
く
大
幅
な
修
正
を
要
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
ほ
ど
に
奈
良
時
代
の
竪
穴
住
居
趾
か
ら
出
土
し
て
く
る
土
器
に
は
、
法

量
の
定
型
化
を
認
め
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
須
恵
器
坏
・
椀
類
や
南
武

蔵
地
域
の
土
師
器
坏
類
に
お
い
て
も
、
同
様
の
法
量
変
化
を
看
取
し
え
る
の
で

あ
る
（
第
八
図
）
。
こ
の
こ
と
は
西
弘
海
氏
が
平
城
宮
Ⅱ
（
七
三
○
年
）
に
当
る

平
城
京
左
京
一
条
三
坊
の
四
八
五
号
溝
、
平
城
宮
Ⅲ
（
七
五
○
年
）
に
当
る
内
裏

北
外
郭
の
八
二
○
号
士
塘
、
平
城
宮
Ⅳ
（
七
六
五
年
）
に
当
る
大
膳
職
二
一
九
号

土
壌
、
平
城
宮
Ｖ
（
七
八
○
年
）
に
当
る
内
裏
北
外
郭
の
二
二
三
・
八
七
○
号

土
壌
出
士
の
土
師
器
有
蓋
坏
・
坏
・
腕
・
皿
・
高
坏
や
須
恵
器
有
蓋
坏
・
坏
・

七
相
模
型
坏
の
出
現
過
程
と
製
作
工
程
に
つ
い
て

皿
類
を
挙
げ
て
、
形
態
別
に
よ
る
法
量
差
が
『
正
倉
院
文
書
』
や
「
延
喜
式
』

に
み
え
る
食
器
具
の
器
名
と
そ
の
用
途
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

す
る
の
と
は
（
西
一
九
七
九
）
、
か
な
り
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

官
人
層
が
中
心
と
な
る
畿
内
で
の
多
様
な
供
膳
形
態
と
、
都
城
か
ら
離
れ
た

東
国
地
方
で
の
そ
れ
と
を
同
一
レ
ベ
ル
で
み
る
こ
と
自
体
に
無
理
は
あ
る
が
、

し
か
し
あ
る
程
度
の
類
似
点
が
存
在
し
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
。
こ
の

類
似
点
を
土
師
器
坏
で
認
め
え
る
も
の
と
し
て
は
、
放
射
状
と
螺
旋
の
暗
文
を

施
し
た
箱
形
の
、
い
わ
ゆ
る
盤
状
坏
が
七
一
○
年
頃
に
は
存
在
す
る
こ
と
で
あ

る
。
放
射
と
螺
旋
暗
文
に
よ
る
盤
状
坏
は
、
そ
の
後
、
放
射
状
暗
文
だ
け
の
盤

状
坏
と
な
っ
て
在
地
化
す
る
。
こ
の
盤
状
坏
以
外
の
、
在
地
産
の
土
師
器
坏
は

古
墳
時
代
の
形
態
を
踏
襲
し
た
丸
底
の
も
の
で
あ
り
、
箱
形
の
形
態
は
ま
だ
存

在
し
て
い
な
い
。
在
地
産
と
し
て
の
箱
形
の
坏
が
出
現
し
て
く
る
段
階
は
、
お

そ
ら
く
七
二
○
～
七
三
○
年
代
の
う
ち
に
あ
る
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
七
一
○
年
代
ま
で
に
畿
内
の
螺
旋
暗
文
坏
を
模
倣
し
た
箱
形
の

「
赤
彩
を
施
す
盤
状
坏
」
が
相
模
国
で
も
作
ら
れ
、
七
二
○
～
七
三
○
年
代
に

在
地
化
し
た
盤
状
坏
と
暗
文
の
な
い
「
箱
形
の
坏
」
が
成
立
し
て
く
る
。
そ
し

て
こ
の
「
箱
形
の
坏
」
を
媒
介
に
し
て
「
相
模
型
坏
」
が
七
三
○
～
七
四
○
年

代
の
う
ち
に
成
立
し
、
一
定
の
法
量
を
保
ち
な
が
ら
変
遷
を
と
げ
て
い
く
。

従
っ
て
、
相
模
国
で
の
供
膳
形
態
が
一
定
の
法
量
に
限
定
さ
れ
た
坏
・
碗
・

皿
で
構
成
さ
れ
る
限
り
で
は
、
畿
内
の
在
り
方
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
こ
よ

う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
、
「
律
令
的
土
器
様
式
」
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
「
南
武
蔵
型
坏
」
と
「
相
模
型
坏
」
と
の
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手持ち

口

n
回転

宙
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台
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動
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製
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程
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粥
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謡
第九図南武蔵型坏の製作工程

製
作
工
程
で
比
較
検
討
し
て

み
よ
う
。

南
武
蔵
型
坏
の
製
作
工
程

に
つ
い
て
は
、
第
九
図
に
示

す
、
福
田
健
司
氏
の
見
解
が

あ
る
（
註
六
）
。
そ
れ
に
従

う
と
、
ま
ず
回
転
台
を
用
い

た
紐
作
り
に
よ
る
粗
形
の
坏

を
作
り
（
一
～
三
）
、
底
部
は

静
止
の
状
態
で
糸
切
り
さ
れ

る
（
四
）
。
そ
の
後
、
切
り
離

さ
れ
た
坏
は
外
面
が
指
頭
で

整
形
さ
れ
る
（
五
）
。
こ
の
段

階
で
は
、
回
転
台
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
静
止
糸
切
り
痕
が
底
部
に
ま
だ
残
っ
て

い
る
。
次
に
、
そ
れ
を
手
持
ち
で
箆
ケ
ズ
リ
す
る
（
六
）
。
こ
の
製
作
工
程
を
経

て
、
体
部
指
頭
痕
、
底
部
箆
ケ
ズ
リ
に
よ
る
「
南
武
蔵
型
坏
」
が
完
成
す
る
。

南
武
蔵
型
坏
の
特
長
は
底
部
を
箆
ケ
ズ
リ
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
指
頭
圧
痕

に
よ
る
体
部
下
半
の
底
部
際
が
若
干
箆
ケ
ズ
リ
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
（
七
）
、

体
部
に
指
頭
痕
が
残
る
こ
と
で
は
変
わ
ら
な
い
（
福
田
一
九
八
○
）
。
こ
の

よ
う
な
製
作
工
程
を
経
て
、
南
武
蔵
型
坏
の
初
期
段
階
の
も
の
は
法
量
が
大
き

く
、
新
し
く
な
る
に
つ
れ
て
小
形
化
し
て
い
く
現
象
は
、
相
模
型
坏
の
変
遷
過

程
と
も
全
く
同
じ
で
あ
る
（
第
八
図
）
。

相
模
型
坏
の
製
作
工
程
も
南
武
蔵
型
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
っ
た
と
従
来
か
ら

考
え
て
き
た
し
、
両
者
の
相
違
は
体
部
が
指
頭
痕
の
ま
ま
で
あ
る
か
、
そ
れ
と

も
箆
ケ
ズ
リ
整
形
を
施
す
か
の
差
と
し
て
捉
え
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
○

図
に
示
す
よ
う
な
、
内
面
に
布
目
痕
が
残
っ
た
坏
類
の
存
在
に
注
目
す
る
必
要

I

趣

デ
〃
シ
〉

/、ラーヶ弓寿1r

第一○図布目痕を残す土師器坏
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性
が
あ
る
こ
と
を
強
く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
横
ナ
デ
や
ナ
デ
調
整

の
用
具
に
使
用
さ
れ
た
布
が
圧
痕
と
し
て
偶
然
に
残
っ
た
も
の
と
し
て
簡
単
に

処
理
さ
れ
て
き
た
観
も
あ
る
が
、
決
し
て
そ
ん
な
に
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。

第
一
○
図
１
～
３
は
、
宮
久
保
遺
跡
の
奈
良
・
平
安
時
代
遺
構
確
認
で
出
土

し
た
も
の
で
あ
る
。
ｌ
～
３
の
底
部
内
面
の
中
央
に
は
布
目
痕
が
あ
り
、
外
面

は
箆
ケ
ズ
リ
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
布
目
痕
の
状
態
を
よ
く
観
察
す
る
と
、
布

目
痕
が
あ
る
範
囲
の
周
辺
部
は
そ
の
上
か
ら
不
定
方
向
の
ナ
デ
が
加
え
ら
れ
、

さ
ら
に
体
部
側
に
く
る
と
回
転
の
横
ナ
デ
が
及
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
布
目
痕

は
ナ
デ
や
横
ナ
デ
の
調
整
が
な
さ
れ
る
前
に
付
い
た
も
の
で
あ
り
、
調
整
が
よ

く
及
ば
な
か
っ
た
部
分
に
限
っ
て
存
在
す
る
。

こ
の
こ
と
は
「
坏
を
作
る
最
初
の
圧
痕
が
布
目
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
物
語
っ

て
お
り
、
基
本
的
に
は
そ
の
後
に
消
し
去
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
充
分
な
調
整
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
残
さ
れ
た
痕
跡
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
三
点
の
底
径
を
復
元
し
て
み
る
と
、
法
量
が
全
て
異
な
り
、
１
が
相
模

地
域
の
Ⅵ
期
に
、
２
．
３
が
相
模
地
域
の
Ⅶ
期
以
降
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

底
部
内
面
に
布
目
圧
痕
が
あ
る
土
師
器
坏
を
出
土
し
た
遺
跡
を
挙
げ
る
と
、

鳶
尾
遺
跡
一
○
四
号
竪
穴
住
居
肚
か
ら
二
点
（
河
野
ほ
か
一
九
七
五
）
、
向

原
遺
跡
一
八
・
三
二
・
四
一
・
四
二
・
一
二
七
・
一
五
六
・
二
一
四
・
二
一
五

号
竪
穴
住
居
趾
に
各
一
点
づ
っ
（
中
田
・
市
川
・
伊
丹
一
九
八
二
・
八
三
）

が
存
在
す
る
（
註
七
）
。
こ
れ
ら
の
法
量
を
相
模
地
域
編
年
に
対
比
さ
せ
る
と
、

向
原
遺
跡
三
二
・
四
二
・
一
五
六
号
竪
穴
住
居
趾
が
Ｖ
期
に
、
鳶
尾
遺
跡
一
○

四
号
竪
穴
住
居
趾
と
向
原
遺
跡
一
八
・
一
二
七
・
二
一
四
号
竪
穴
住
居
趾
が
Ⅵ

期
に
、
向
原
遺
跡
一
二
四
・
二
一
五
号
竪
穴
住
居
趾
が
Ⅶ
期
に
あ
た
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
量
こ
そ
少
な
い
が
、
相
模
地
域
の
Ｖ
期
か
ら
Ⅶ

期
ま
で
継
続
し
て
布
目
痕
の
坏
を
認
め
え
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
Ｖ
期
よ
り

古
い
時
期
に
は
存
在
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
報
告
書

で
は
確
認
し
え
な
い
が
、
相
模
型
坏
が
成
立
し
て
確
立
す
る
段
階
の
相
模
地
域

Ⅲ
期
後
半
か
ら
Ⅳ
期
に
か
か
る
、
尾
尻
八
幡
神
社
前
遺
跡
六
号
竪
穴
住
居
趾
出

土
（
山
本
ほ
か
一
九
八
三
）
の
坏
の
な
か
に
、
大
屋
道
則
氏
が
二
点
に
布
目

痕
が
あ
る
と
指
摘
す
る
（
大
屋
一
九
八
九
）
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
箱
形
の
坏
」

を
媒
介
に
し
て
成
立
す
る
相
模
型
坏
の
出
現
期
段
階
か
ら
内
面
に
布
目
痕
が
付

く
状
態
の
製
作
技
法
が
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
り
、
こ
の
技
法
が
Ⅶ
期
段
階
ま

で
は
法
量
を
か
え
な
が
ら
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
相
模
型
坏
の
製
作
技
法
は
、
瓦
と
同
じ
よ
う
に
、
型
作
り
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
製
作
工
程
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
註
八
）
。

（
一
）
直
径
が
決
ま
っ
た
坏
状
木
型
に
布
が
被
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
覆
う
広
さ
の

粘
土
板
が
布
を
被
せ
た
木
型
に
乗
せ
ら
れ
て
、
押
さ
え
込
ま
れ
る
。

（
二
）
指
頭
痕
の
あ
る
ボ
テ
ボ
テ
の
坏
状
粘
土
塊
は
そ
の
ま
ま
一
定
の
乾
き
を

待
っ
て
か
ら
、
回
転
台
上
で
指
頭
痕
面
の
底
部
を
不
定
方
向
に
箆
ケ
ズ
リ

し
、
さ
ら
に
体
部
側
を
横
方
向
に
回
転
さ
せ
な
が
ら
箆
ケ
ズ
リ
す
る
。
こ

の
際
の
箆
ケ
ズ
リ
は
後
に
横
ナ
デ
さ
れ
る
口
縁
部
ま
で
及
ん
で
い
る
。

（
三
）
篦
ケ
ズ
リ
さ
れ
て
指
頭
痕
が
無
く
な
っ
た
底
部
中
央
に
指
を
当
て
て
正

常
位
に
反
転
さ
せ
、
さ
ら
に
一
定
の
乾
き
を
待
つ
。
そ
の
後
に
、
木
型
と

布
が
取
り
外
さ
れ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
内
面
全
体
に
布
目
痕
が
あ
る
。
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（
四
）
回
転
台
の
中
心
に
正
常
位
で
置
か
れ
た
坏
は
、
ま
ず
内
面
の
底
部
か
ら

静
止
の
状
態
で
ナ
デ
ら
れ
て
布
目
痕
が
消
さ
れ
る
。
次
に
、
両
親
指
が
体

部
内
面
に
、
曲
げ
た
人
指
し
指
が
口
縁
部
外
側
に
く
る
よ
う
に
し
て
（
あ

る
い
は
逆
の
場
合
も
考
え
ら
れ
る
）
、
台
を
回
転
さ
せ
な
が
ら
横
ナ
デ
す

る
。
こ
の
際
に
も
布
目
痕
が
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
五
）
最
終
段
階
の
調
整
と
し
て
、
台
を
回
転
さ
せ
な
が
ら
口
縁
部
の
内
外
面

を
横
ナ
デ
す
る
。
こ
の
際
の
指
も
し
く
は
箆
状
工
具
を
当
て
た
角
度
や
力

の
入
れ
具
合
に
よ
っ
て
は
、
口
縁
部
径
に
若
干
の
差
が
生
じ
て
く
る
。

相
模
型
坏
の
製
作
工
程
を
こ
の
よ
う
な
順
序
で
考
え
て
み
る
と
、
南
武
蔵
型

坏
の
そ
れ
と
に
は
か
な
り
の
相
違
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
ず
南
武
蔵
型

坏
の
製
作
方
法
と
基
本
的
に
違
う
こ
と
は
、
回
転
台
を
用
い
た
粘
土
紐
巻
き
上

げ
技
法
で
成
形
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
た
め
に
回
転
台
か
ら

の
底
部
切
り
離
し
作
業
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
こ
と
、
確
実
に
一
定
の
大
き
さ

で
作
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
え
る
。
し
か
し
調
整
の
た
め
に
は
、

回
転
台
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
で
は
共
通
し
て
い
る
。

底
部
内
面
に
布
目
痕
を
残
す
土
師
器
坏
の
出
土
率
は
、
一
定
の
期
間
に
限
定

し
た
場
合
で
の
坏
総
出
土
量
と
比
較
し
て
み
て
も
、
お
そ
ら
く
一
パ
ー
セ
ン
ト

に
も
満
た
な
い
、
極
め
て
少
な
い
数
量
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
、
型

作
り
技
法
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
内
面
の
布
目

痕
は
、
平
安
時
代
後
半
の
坏
に
み
ら
れ
る
、
本
来
は
箆
ケ
ズ
リ
さ
れ
る
は
ず
の

体
部
外
面
に
局
部
的
な
指
頭
痕
を
残
し
た
ま
ま
箆
ケ
ズ
リ
整
形
が
あ
る
類
よ
り

以
上
に
、
ナ
デ
調
整
で
消
し
去
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

相
模
型
坏
が
成
立
す
る
過
程
に
は
、
ま
ず
モ
デ
ル
と
も
な
る
べ
き
箱
形
の
坏

が
出
現
し
て
、
そ
れ
を
祖
形
と
し
た
箱
形
の
坏
の
体
部
に
も
底
部
と
同
様
の
篦

ケ
ズ
リ
を
加
わ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
模
型
坏
が
成
立
す
る
こ
と
を
、
上
浜
田

遺
跡
で
の
例
を
と
り
な
が
ら
論
述
し
た
こ
と
が
あ
る
（
國
平
一
九
八
六
）
。

し
か
し
箱
形
の
坏
は
、
一
時
期
を
画
し
え
る
型
式
と
し
て
設
定
し
え
る
ほ
ど

の
量
産
化
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
古
墳
時
代
か
ら
の
特
有
の
、
箆
ケ
ズ
リ
さ
れ

た
丸
底
で
、
口
縁
部
と
底
部
の
境
に
は
稜
が
あ
る
形
態
の
坏
と
共
伴
す
る
の
が

常
で
あ
る
。
同
様
の
現
象
は
、
放
射
状
と
螺
旋
暗
文
を
施
す
畿
内
産
の
坏
を
模

倣
し
て
成
立
し
た
盤
状
坏
と
の
共
伴
状
況
で
も
同
じ
こ
と
を
、
鎌
倉
市
千
葉
地

東
遺
跡
の
在
り
方
で
も
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
國
平
・
河
野
一
九
八
八
）
。

七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
在
地
で
も
箱
形
を
呈
し
た
盤
状
坏
が

作
ら
れ
る
機
運
に
至
り
な
が
ら
も
そ
の
手
法
が
地
元
の
土
師
器
坏
に
継
承
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
な
ぜ
旧
来
の
形
態
を
踏
襲
し
た
の
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
が
「
律
令
的
土
器
様
式
」
の
成
立
に
関
わ
る
問
題
点
の
一
つ
な
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
箱
形
の
坏
は
、
「
律
令
的
土
器
生
産
体
制
へ
移
行
す
る
試

行
的
な
段
階
の
製
品
で
あ
り
、
量
産
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
短
期
間
の
う
ち
に
次

布
目
痕
が
残
る
坏
を
現
代
風
に
云
え
ば
、
量
産
化
さ
れ
る
な
か
で
の
手
抜
き

的
な
欠
陥
品
の
類
で
あ
る
。
し
か
し
逆
に
、
こ
の
こ
と
が
型
作
り
技
法
の
存
在

を
証
明
す
る
直
接
の
根
拠
で
も
あ
る
。

八
相
模
型
坏
が
出
現
す
る
意
義
に
つ
い
て
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の
相
模
型
坏
に
と
っ
て
替
わ
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

云
う
と
こ
ろ
の
、
「
試
行
的
な
段
階
」
と
「
量
産
さ
れ
る
体
制
」
と
は
、
そ
の

地
域
の
政
治
的
な
背
景
を
無
視
し
て
は
語
り
え
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
短
期
間
の
試
行
的
な
段
階
を
経
て
、
お
そ
ら
く
郡
司
層
が
直
接
そ
の
生

産
体
制
に
関
わ
り
な
が
ら
．
定
の
大
き
さ
の
版
型
を
規
定
し
、
型
作
り
に
よ

る
土
器
生
産
体
制
を
整
え
」
て
、
工
人
集
団
に
大
量
生
産
化
さ
せ
て
い
っ
た
の

が
「
相
模
型
坏
の
出
現
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
た
め
に
ほ
ぼ
一
定
の
法
量
が
保
た
れ
た
坏
の
大
量
生
産
化
を
可
能
に
し

え
た
、
と
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
在
地
の
土
師
器
生
産
体
制
も
、
国
衙
機
構
の

施
策
の
一
環
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
が
た
め
に
、
国
別
の
土
器
形
態
が
生
ま

れ
て
く
る
所
以
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
郡
単
位
で
、
規
格
性
を
も
っ
て
大
量
に
生

産
さ
れ
て
い
く
、
土
器
類
の
価
格
は
国
衙
機
構
の
統
制
の
も
と
に
決
め
ら
れ
、

郡
単
位
ご
と
に
消
耗
品
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
の
生
産
か
ら
流
通
に
至
る
ま
で
の
過
程
で
、
土
器
が
常
に
国
・
郡
衙
機

構
を
介
し
て
な
さ
れ
た
が
た
め
に
「
律
令
的
様
相
を
含
ん
だ
土
器
」
の
意
義
が

存
在
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
は
、
箱
形
の
坏
が
存
在
し
た
の
は
短
期
間
で
あ
り
、
消
費

地
に
お
い
て
、
旧
来
の
形
態
と
混
在
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
場
合
の
問
題
と
し
て
波
及
す
る
の
が
、
版
型
に
よ

る
型
作
り
の
士
器
生
産
は
造
瓦
技
法
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
土
師
器
工

人
と
瓦
工
人
と
の
関
わ
り
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
こ
こ
で
の
主
旨
で

は
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
論
及
を
差
し
控
え
て
お
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
相
模
型
坏
が
国
・
郡
衙
機
構
体
制
の
一
環
と
し
て
組
織
さ

れ
た
工
人
集
団
に
箱
形
の
坏
を
介
し
な
が
ら
型
作
り
技
法
が
導
入
さ
れ
て
出
現

す
る
ｌ
こ
の
こ
と
は
坏
に
限
ら
ず
、
長
胴
甕
、
胴
張
甕
、
小
形
甕
も
規
定
さ

れ
た
大
量
製
産
に
よ
っ
た
ｌ
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
長
谷
川
厚
氏
は
相
模

型
坏
の
成
立
を
古
墳
時
代
後
葉
か
ら
の
漸
次
的
な
整
形
手
法
の
変
遷
で
位
置
づ

け
、
須
恵
器
指
向
の
観
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
（
長
谷
川
一
九
九
一
）
。

長
谷
川
氏
の
見
解
は
、
底
部
の
平
底
化
が
箆
ケ
ズ
リ
方
向
の
違
い
に
あ
る
と

し
、
初
期
相
模
型
坏
の
段
階
で
は
前
代
の
丸
底
の
技
法
を
も
と
に
し
て
い
る
た

め
に
ま
だ
幾
分
丸
味
を
も
っ
た
器
形
を
な
す
こ
と
が
特
長
で
あ
る
と
す
る
。
そ

し
て
相
模
型
坏
の
形
態
は
、
須
恵
器
坏
を
モ
デ
ル
に
し
て
成
立
し
、
「
須
恵

器
指
向
」
か
ら
脱
し
き
れ
な
い
前
提
が
あ
っ
て
、
「
一
国
で
完
結
す
る
自
給

生
産
体
制
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
点
に
特
長
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
相
模
型
坏
の
形
成
過
程
を
篦
ケ
ズ
リ
の
仕
方
で
捉
え
、
丸
底
か
ら

平
底
風
に
な
っ
て
く
る
、
外
形
の
形
状
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
こ

の
視
点
に
は
、
篦
ケ
ズ
リ
の
方
向
性
よ
り
も
、
内
面
の
形
状
に
根
本
的
な
違
い

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
成
立
後
の
形
態
に
、
須
恵
器
坏
と
同
じ

形
態
変
遷
を
認
め
え
る
が
、
こ
の
須
恵
器
坏
模
倣
的
な
変
遷
と
相
模
国
内
に
須

恵
器
生
産
窯
を
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
で
「
一
国
で
完
結
す
る
自
給
生
産
体
制

が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
す
る
論
理
と
は
別
次
元
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
相
模
型
坏
の
形
態
変
化
が
須
恵
器
坏
の
形
態
と
不
離
の
関
係
で

成
り
立
つ
こ
と
や
他
国
か
ら
の
須
恵
器
供
給
の
事
実
を
認
め
る
と
し
て
も
、
布

目
痕
を
も
つ
型
作
り
技
法
が
相
模
国
独
自
に
存
在
し
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
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第一一図柏ケ谷長ヲサ遺跡の位置と環境
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一
号
竪
穴
住
居
趾
出
土
の
相
模
型
土
器
類
が
七
六
○
年
頃
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
中
の
坏
は
規
格
性
を
も
っ
て
型
作
り
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ

て
き
た
。
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
奈
良
時
代
の
こ
の
頃
が
、
相
模
国
に
お
い
て

最
も
底
辺
ま
で
に
行
政
施
策
の
貫
徹
し
た
時
期
と
し
て
位
置
づ
け
た
か
っ
た
理

由
に
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
の
が
「
士
」
の
墨
書
土
器

と
転
用
硯
の
存
在
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
に
一
軒
だ
け
存
在
す
る
、
竪
穴
住
居
趾
自
体
に
は
そ
れ

程
の
意
義
を
感
じ
な
い
が
、
周
辺
遺
跡
と
の
関
連
で
重
要
性
が
出
て
く
る
。

以
前
に
、
相
模
国
で
の
造
瓦
技
法
の
比
較
と
分
布
状
況
か
ら
み
て
、
初
期
の

相
模
国
分
寺
は
海
老
名
市
に
在
る
国
分
寺
を
さ
し
、
こ
の
国
分
寺
は
僧
寺
を
南

に
し
て
北
に
尼
寺
が
、
さ
ら
に
そ
の
北
側
に
は
初
期
国
府
が
直
線
的
に
配
置
さ

れ
て
い
た
と
推
定
し
た
こ
と
が
あ
る
（
國
平
一
九
九
○
・
九
一
）
。
こ
の
配

置
状
態
で
の
国
府
推
定
位
置
の
近
辺
に
所
在
し
て
い
る
の
が
、
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ

遺
跡
の
一
号
竪
穴
住
居
肚
な
の
で
あ
る
（
第
一
一
図
）
。
も
と
よ
り
初
期
国
府

の
位
置
は
ま
だ
推
定
段
階
に
留
ま
る
が
、
周
辺
部
で
の
こ
う
し
た
状
況
は
よ
り

一
層
そ
の
可
能
性
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
一
号
竪
穴
住
居
の
住
人
は
、
推
定
国
府
の
一
機
関
に
出
仕
さ
せ
ら

な
い
し
、
独
自
の
自
給
的
な
土
師
器
生
産
体
制
の
確
立
を
評
価
し
な
け
れ
ば
、

「
律
令
的
土
器
様
式
」
の
存
在
自
体
ま
で
も
が
危
う
い
も
の
に
な
ろ
う
。

九
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
一
号
竪
穴
住
居
趾
の
も
つ
意
味

海
老
名
市
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
一
号
竪
穴
住
居
趾
で
の
出
土
品
を
例
に
挙
げ

て
、
相
模
型
坏
を
中
心
と
し
た
出
現
過
程
の
問
題
、
律
令
的
土
器
様
式
の
意
義

づ
け
、
墨
書
土
器
が
も
つ
意
味
、
そ
し
て
最
後
に
環
境
か
ら
み
た
竪
穴
住
居
の

住
人
の
性
格
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
立
論
は
資
料
的
に
も

ま
だ
制
約
さ
れ
た
段
階
に
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
検
討
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
要
素
も
多
い
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
筆
を
燗
く
こ
と
に
し
た
い
。

文
末
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡

一
号
竪
穴
住
居
趾
の
未
報
告
資
料
を
本
誌
に
と
り
扱
う
こ
と
を
快
諾
い
た
だ
い

た
、
中
村
喜
代
重
氏
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
資
料
の
提
供
や
ご
教

示
を
受
け
た
、
荒
井
秀
規
、
伊
丹
徹
、
草
柳
卓
二
、
鈴
木
一
男
、
鈴
木
靖
民
、

鳥
居
和
郎
、
長
谷
川
厚
、
福
田
健
司
の
各
氏
に
も
謝
意
の
念
を
表
し
た
い
。

な
お
一
号
竪
穴
住
居
趾
出
土
の
土
器
類
は
、
神
奈
川
県
立
博
物
館
が
調
査
団

か
ら
借
用
し
て
展
示
の
機
会
を
図
っ
て
い
る
。
是
非
ご
参
照
願
い
た
い
。

れ
て
、
そ
こ
で
の
書
記
に
携
わ
っ
て
い
た
郷
雑
任
の
前
身
的
な
者
で
は
な
い
か

と
い
う
想
像
も
浮
か
ん
で
く
る
が
、
真
相
の
ほ
ど
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
を
含
む
一
帯
は
初
期
相
模
国
府
が

九
世
紀
末
か
一
○
世
紀
に
大
住
郡
へ
移
る
ま
で
の
行
政
的
な
地
域
に
あ
た
り
、

そ
の
周
辺
地
域
の
住
人
が
、
郡
司
を
介
し
て
何
ら
か
の
形
で
従
事
さ
せ
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

’

○

お

わ

り

に
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【
註
】

（
一
）
こ
の
見
解
は
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
神
奈
川
県
内
に
お
け
る
古
墳
時
代
後
期
か
ら

平
安
時
代
土
器
編
年
試
案
』
で
の
発
言
内
容
（
六
二
頁
）
に
よ
る
。

（
二
）
一
号
竪
穴
住
居
趾
の
調
査
は
、
同
遺
跡
調
査
団
・
副
団
長
の
中
村
喜
代
重
氏
が

行
っ
た
。
氏
が
受
け
も
つ
分
担
は
、
縄
文
時
代
ま
で
が
終
了
し
た
後
の
、
旧
石
器

時
代
の
調
査
で
あ
っ
た
が
、
偶
然
に
も
奈
良
時
代
の
住
居
杜
が
検
出
さ
れ
た
。
こ

の
時
点
で
は
す
で
に
報
告
書
（
『
柏
ヶ
谷
遺
跡
縄
文
編
』
）
が
刊
行
さ
れ
て
い

て
、
宙
に
浮
く
存
在
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
中
村
氏
か
ら
依
頼
を
受
け
た
國
平

が
報
告
を
兼
ね
て
本
誌
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
。

（
三
）
竪
穴
住
居
趾
の
位
置
は
『
先
土
器
時
代
海
老
名
市
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
発
掘

調
査
概
要
報
告
書
』
第
一
図
（
二
頁
）
で
の
、
第
Ⅱ
区
Ｏ
・
Ｐ
ｌ
剖
区
に
当
る
。

（
四
）
町
田
洋
・
草
柳
卓
二
氏
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
１
～
略
層
ま
で
の
新
期
テ
フ
ラ

は
延
暦
一
九
～
二
一
（
八
○
○
～
八
○
二
）
年
の
降
下
テ
フ
ラ
に
対
比
さ
れ
る
と
の

こ
と
で
あ
る
（
町
田
一
九
七
七
）
。
こ
の
降
下
期
と
住
居
廃
絶
期
と
の
時
間
差
を

土
器
の
年
代
観
で
対
比
さ
せ
る
と
、
約
五
○
年
ほ
ど
の
差
が
あ
る
。

草
柳
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
と
、
延
暦
一
九
年
以
前
の
奈
良
時
代
に
も
八
世
紀
初

頭
、
八
世
紀
第
３
四
半
期
、
八
世
紀
第
４
四
半
期
に
く
る
三
枚
の
テ
フ
ラ
層
が
認

め
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
綾
瀬
市
宮
久
保
遺
跡
で
の
天
平
五
年

銘
木
簡
を
出
土
し
た
井
戸
肚
で
も
同
じ
現
象
が
認
め
ら
れ
、
井
戸
を
整
備
し
た
玉

石
の
隙
間
に
も
純
火
山
灰
が
流
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
八
世
紀
の
後
半
に

も
降
下
テ
フ
ラ
が
存
在
す
る
こ
と
は
十
分
に
頷
け
る
（
國
平
一
九
八
四
）
。

な
お
Ｃ
Ｉ
Ｄ
ラ
イ
ン
で
の
土
壌
サ
ン
プ
ル
Ａ
・
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
調
査
時
点
で

の
土
層
番
号
を
こ
の
報
告
で
は
統
一
し
て
変
え
て
い
る
。
Ａ
・
Ｂ
サ
ン
プ
ル
で
の

昭
は
２
層
、
塊
は
３
層
、
幻
は
６
層
、
略
は
８
層
、
焔
は
二
層
、
９
は
型
層
、
６

は
恥
層
、
１
は
鋤
層
に
変
更
し
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

（
五
）
こ
の
九
文
字
の
判
読
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南
教
授
に
よ
る
も
の

で
あ
る
（
平
川
一
九
九
一
）
。
南
鍛
冶
山
遺
跡
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の

パ
ネ
ラ
ー
に
も
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
の
異
論
は
な
か
っ
た
と
思
う
。

な
お
こ
の
墨
書
土
器
を
出
土
し
た
三
二
号
竪
穴
住
居
趾
の
年
代
に
つ
い
て
は
、

河
野
喜
映
氏
が
須
恵
器
と
土
師
器
の
坏
に
よ
る
法
量
か
ら
七
四
○
～
七
六
○
年
に

求
め
ら
れ
た
（
河
野
一
九
九
一
）
。
こ
の
三
二
号
竪
穴
住
居
杜
の
土
器
組
成
を

な
し
た
、
無
高
台
の
須
恵
器
坏
、
土
師
器
坏
、
小
形
甕
、
長
胴
甕
、
武
蔵
型
台
付

甕
の
う
ち
、
土
師
器
坏
と
小
形
聾
の
法
量
は
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
一
号
竪
穴
住
居

趾
や
上
浜
田
遺
跡
一
○
三
号
竪
穴
住
居
趾
の
も
の
と
完
全
に
一
致
し
、
七
六
○
年

代
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
六
）
第
九
図
は
『
眼
と
眼
』
一
九
八
○
年
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
福
田
健
司

氏
の
「
南
多
摩
古
窯
と
武
蔵
国
分
寺
（
上
）
」
に
よ
る
挿
図
（
福
田
一
九
八
○
）

を
、
同
氏
の
了
解
を
得
て
、
左
方
向
に
組
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
七
）
布
目
痕
が
あ
る
坏
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
他
に
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
が
、
筆
者
の
怠
慢
で
十
分
な
調
べ
を
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
同
様
の
資
料
が

存
在
し
て
い
て
も
注
目
さ
れ
ず
に
、
報
告
で
は
漏
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
推
測
し
て
い
る
。

（
八
）
相
模
型
坏
の
製
作
が
「
型
作
り
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
九
九
一

年
三
月
二
日
に
行
わ
れ
た
神
奈
川
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
考
古
学
講
座

「
古
代
の
土
器
編
年
』
の
講
演
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

【
引
用
文
献
】

江
藤
昭
ほ
か
一
九
八
二
「
柏
ヶ
谷
遺
跡
縄
文
編
」
『
神
奈
川
県
海
老
名
市
柏
ヶ

谷

遺

跡

調

査

報

告

書

』

海

老

名

市

柏

ヶ

谷

遺

跡

調

査

団

大
屋
道
則
一
九
八
九
「
相
模
型
坏
の
成
立
過
程
ｌ
調
整
・
整
形
手
法
の
検
討
か
ら

ｌ

」

『

土

曜

考

古

』

第

一

四

号

土

曜

考

古

学

研

究

会
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小
笠
原
好
彦
一
九
七
六
「
土
器
ｌ
平
城
宮
Ｉ
～
Ⅶ
の
大
別
」
『
平
城
宮
発
掘
調
査

報

告

』

Ⅶ

奈

良

国

立

文

化

財

研

究

所

加
藤
信
夫
一
九
九
一
「
南
鍛
冶
山
遺
跡
と
下
ノ
根
遺
跡
の
概
要
に
つ
い
て
」
『
藤
沢

市

史

研

究

』

二

四

藤

沢

市

文

書

館

運

営

委

員

会

編

神
奈
川
考
古
同
人
会
一
九
七
八
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
神
奈
川
県
内
に
お
け
る
古
墳
時

代
後
期
か
ら
平
安
時
代
土
器
編
年
試
案
」
『
神
奈
川
考
古
』
第
五
号

國
平
健
三
一
九
八
一
「
上
浜
田
遺
跡
を
中
心
と
し
た
奈
良
時
代
土
器
群
の
様
相
と
年

代
ｌ
と
く
に
丹
彩
盤
状
坏
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

盤

状

坏

ｌ

奈

良

時

代

土

器

の

様

相

ｌ

』

相

武

古

代

研

究

会

國
平
健
三
一
九
八
三
フ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
奈
良
・
平
安
時
代
土
器
の
諸
問
題
’
第

Ⅱ
部
相
模
地
域
」
『
神
奈
川
考
古
』
第
一
四
号
神
奈
川
考
古
同
人
会

國
平
健
三
一
九
八
四
「
宮
久
保
木
簡
の
発
見
」
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
宮
久
保
木
簡
と

古

代

の

相

模

』

神

奈

川

地

域

史

研

究

会

編

有

隣

堂

國
平
健
三
一
九
八
六
「
相
模
型
坏
の
成
立
過
程
を
め
ぐ
る
土
器
様
相
」
『
神
奈
川
考

古

』

第

二

二

号

國
平
健
三
一
九
九
○
・
九
一
「
初
期
相
模
国
府
の
所
在
地
に
つ
い
て
ｌ
造
瓦
技
法

の
比
較
と
分
布
か
ら
み
た
場
合
ｌ
」
『
え
び
な
の
歴
史
』
第
一
・
二
号

國
平
健
三
・
岡
本
孝
之
一
九
七
九
「
上
浜
田
遺
跡
Ｉ
奈
良
・
平
安
時
代
」
『
神
奈

川

県

埋

蔵

文

化

財

調

査

報

告

』

一

五

神

奈

川

県

教

育

委

員

会

國
平
健
三
・
長
岡
文
紀
一
九
八
四
「
昭
和
五
八
年
度
の
発
掘
調
査
概
要
ｌ
宮
久
保

遺

跡

」

『

神

奈

川

県

立

埋

蔵

文

化

財

セ

ン

タ

ー

年

報

』

三

國
平
健
三
・
河
野
一
也
一
九
八
八
「
奈
良
時
代
寺
院
成
立
の
一
端
に
つ
い
て
（
１
）
ｌ

相
模
国
鎌
倉
郡
の
古
瓦
に
つ
い
て
ｌ
」
『
神
奈
川
考
古
』
第
二
四
号

國
平
健
三
・
長
谷
川
厚
一
九
九
○
「
宮
久
保
遺
跡
Ⅲ
」
『
神
奈
川
県
立
埋
蔵
文
化
財

セ

ン

タ

ー

調

査

報

告

』

一

五

河
野
喜
映
一
九
七
六
「
厚
木
市
鳶
尾
遺
跡
出
土
の
土
器
編
年
試
論
ｌ
歴
史
時
代
を

中

心

と

し

て

ｌ

」

『

神

奈

川

考

古

』

第

一

号

河
野
喜
映
一
九
九
一
「
土
器
か
ら
み
た
南
鍛
冶
山
遺
跡
の
年
代
」
『
藤
沢
市
史
研
や
廷

二

四

藤

沢

市

文

書

館

運

営

委

員

会

編

河
野
喜
映
ほ
か
一
九
七
五
「
鳶
尾
遺
跡
」
『
神
奈
川
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』

七

神

奈

川

県

教

育

委

員

会

鈴
木
一
男
・
國
見
徹
一
九
九
○
「
中
郡
大
磯
町
北
中
尾
横
穴
墓
群
の
調
査
」
『
第

一

四

回

神

奈

川

県

遺

跡

調

査

・

研

究

発

表

会

発

表

要

旨

』

中
田
英
・
市
川
正
史
・
伊
丹
徹
一
九
八
二
・
八
三
「
向
原
遺
跡
ｌ
奈
良
・
平

安
時
代
編
」
『
神
奈
川
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
』
一

中
村
喜
代
重
ほ
か
一
九
八
三
『
先
土
器
時
代
海
老
名
市
柏
ヶ
谷
長
ヲ
サ
遺
跡
発
掘

調

査

概

要

報

告

書

』

柏

ヶ

谷

長

ヲ

サ

遺

跡

調

査

団

西
弘
海
一
九
七
九
「
奈
良
時
代
の
食
器
類
の
器
名
と
そ
の
用
途
」
『
研
究
論
集
』

Ｖ

奈

良

国

立

文

化

財

研

究

所

長
谷
川
厚
一
九
九
一
「
東
国
に
お
け
る
「
律
令
的
土
器
様
式
」
の
成
立
と
展
開
に
つ

い
て
ｌ
相
模
国
の
様
相
か
ら
み
た
東
国
で
の
適
用
と
方
法
論
に
つ
い
て

ｌ

」

『

古

代

探

叢

』

Ⅲ

早

稲

田

大

学

出

版

部

平
川
南
一
九
九
一
「
墨
書
人
面
土
器
と
文
字
」
『
藤
沢
市
史
研
究
』
二
四

福
田
健
司
一
九
八
○
「
南
多
摩
古
窯
と
武
蔵
国
分
寺
（
上
）
」
『
眼
と
眼
』
二
月
号

星
野
達
雄
一
九
七
七
「
い
わ
ゆ
る
『
国
分
式
土
器
』
に
つ
い
て
」
『
原
始
古
代
社
会

研

究

』

三

校

倉

書

房

町
田
洋
一
九
七
七
「
Ⅱ
富
士
火
山
の
生
い
た
ち
１
４
延
暦
、
貞
観
の
噴
火
」

『

火

山

灰

は

語

る

ｌ

火

山

と

平

野

の

自

然

史

』
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図版一

1 －号竪穴住居趾カマドの遺存状態

2 －号竪穴住居祉掘方
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図版二

9

一号竪穴住居趾出土遺物 (番号は実測図番号と同じ）
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